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さかだち
バンク

東浦町

希望者と空き家を

マッチングさせる

①東浦町ホームページで利用希望者情報を確認

②「東浦町さかだちバンク提案書」の提出

④当事者間で交渉・契約（交渉後に結果の連絡）

③審査後、利用希望者に
空き家提案者（所有者等）の連絡先を提供

条件に合う空き家がある！

①利用希望者の登録申込み

③空き家所有者等から物件の提案

④利用希望者へ所有者等の情報提供

⑤当事者間で交渉・契約（交渉後に結果の連絡）

②利用希望者情報の情報発信（希望する空き家情報を町HPに掲載）

こんな空き家探したい…

あなたの想いを
「東浦町さかだちバンク」に

登録してみませんか?
町では、2026年３月に「第２次東浦町空家等対策計画」
を策定しました。この計画に基づき、空き家の利活用
を促進する取組みとして、昨年度より「東浦町さかだ
ちバンク」の運営を開始しました。

「東浦町さかだちバンク」とは
従来の「空き家バンク」とは異なり、空き家を利用した
い方が登録する新しい形のマッチング制度です。利用
希望者からの情報をもとに、地域にぴったりな空き家
を所有者等から提案していただく仕組みとなっていま
す。空き家をお探しの方にとって、理想の場所が見つ
かるお手伝いをします。詳細は町ホームページまたは
問い合わせ先へ

例えば…「東浦町に住みたい」「地域の子どもたちの
ために子ども食堂を始めたい」「古民家カフェを開き
たい」など、夢や希望をお持ちの方
※提出いただいた書類を確認後、利用希望者の情報

を町ホームページへ掲載します。
※個人が特定される情報は公開しません。

空き家を
お探しの方

空き家を
お持ちの方

利用希望者情報を町ホームページで確認し、「東浦
町さかだちバンク」へご提案ください。空き家を地
域資源として有効活用できるように、皆さまのご協
力をお願いします。
※提出いただいた書類を確認後、町から利用希望者

に提案者（所有者等）の連絡先をお伝えします。

こんな方はご登録ください！

※申込書は建築施設課窓口で配布または町ホームページからダウンロード
※遠方にお住まいで来庁が難しい場合は相談可
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